
２０１３年１０月１６日より運用が開始された賞与算

定内規。「不透明であった査定内容が自分で計算できる」

といった言葉を売りに、中身もろくに精査せず多数派労

組が合意し、制定に至りました。しかし、実際はどうで

しょうか。多くの職場から不満の声が湧き上がっていま

す。それもそのはず、ふたを開けてみればマイナス要素

満点、仕事上の些細なミス（以前の５段階≪Ａ・Ｂ・Ｃ・

Ｄ・Ｅ≫評価では、Ｄ評価にもならなかったような事案）

であっても、がっつり引かれてしまうのです。今回はそ

のからくりについて解説していきたいと思います。

このポイント制度導入前はどのような査定方法であっ

たのかをざっとおさらいしましょう。子会社西武自動車

時代の査定方法についても参考程度に記載していきます。

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５段階評価

上記の通り、西武バスでは±３０，０００円の範囲で

査定が行われてきました。西武自動車においては±４５，

０００円と、増減の幅はバスよりは大きいですが、その

代わり昇給査定はありませんでした。

ポイント制度導入後、３万円の成績配分原資がいつの

間にか５万円に変更されていました。賞与からのマイナ

スは最大でも３万円であったのが、この変更によって会

社は最大５万円までマイナスすることを可能にしたわけ

です。それを合意したのも多数派労組です。労働組合と

して査定制度、評価制度にすんなり合意するのは到底考

えられないことであって、「成果主義賃金制度」という

言葉を聞いたことはありますでしょうか？多くの労働組

合が反対しています。これについては後ほど詳述します。

２０１２年の賞与から「条件付き＋α」が始まりまし

た。「一律２万円」に加え、「２０１１年度中に事故惹

起してない者＋１万円」「２０１１年度中に懲戒処分を

受けなかった者＋１万円」と、最大でも４万円。一律支

給要素もあり、またその条件も事故惹起と懲戒処分といっ

た多くの従業員には差ほど影響のないものです。しかし

これは序章にすぎなかったのです。この金額がどんどん

膨れ上がります。翌年の２０１３年度賞与の＋αは「一

律２万円」「２０１１年度中に事故惹起してない者＋２

万円」「２０１１年度中に懲戒処分を受けなかった者＋

２万円」と条件付き支給額が１万円ずつ増加。そして翌

年の２０１４年度、いよいよポイント制度悪用が始まり

ました。事故惹起、懲戒処分について賞与算定内規のポ

イントを準用。一律支給はこの年から完全に消え去りま

す。そしてその金額は前年より上回り、一人最大７万円。

懲戒処分を受けた者は既に通常賞与からマイナスされて

いるにも関わらず、譴責一回につき１４，０００円、出

勤停止１日は一回につき２１，０００円がマイナス。対

象は限定しているもののポイント制度を悪用した二重査

定が始まったのはこの年からです。

２０１５年度の賞与から＋αの算出方法が完全に賞与

算定内規に基づき、その金額は一人平均７万円。翌年の

２０１６年度と２０１７年度は一人平均１０万円。そし

て２０１８年度は一人平均１７万円と、通常賞与は４．

６ヶ月で据え置きながら、＋αの金額だけを跳ね上げて

いきました。２０１７年度の支給対象人数は３月３１日

現在で１，５２２名。すなわち１億５千２２０万円の支

給原資であり、それだけの支給原資があるのであれば、

格差是正としてＢ社員の基本給底上げに８千円、少なく

見積もっても５千円は加算できると主張しましたが、会

社の回答は「将来的なことを考えると基本給として加算

することは難しい」として一時金での支給を譲りません

でした。なぜ通常賞与と＋αとして分けるのか。会社は

「原資を通常の何ヶ月へ組み込むと基本給が高い人が多

くなるため、一部を一定額で支給すれば格差是正につな

がる」と回答。ならば一律支給であると主張し続けてい

ます。一律であればその理屈も通るが、査定をすれば格

差拡大にも繋がるのは誰しもが分かることだと思います。
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Ｂ・・・＋３０，０００円

Ｃ・・・±０

Ｄ・・・－３０，０００円

Ｅ・・・－４５，０００円
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西武バス
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Ｅ・・・－３０，０００円

昇給査定あり
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そして二重査定へそして二重査定へ

2015年度 完全実施へ2015年度 完全実施へ



この表はたった一度のミスがどれだけ賃金や賞与に影

響していくのかを計算したものです。前置きとしてポイ

ント単価は変動しますのであくまでも目安として見てく

ださい。算出は２０１８年度の＋α一人平均１７万円、

ポイント単価については「通常賞与」が２０１８年度上

期、「＋α」については２０１８年度のものを使用して

います。接客のＯＤについては２０１８年度下期から運

用される改定後のものを使用していますので、２０１７

年度下期および２０１８年度上期については不適切１回

で▲２０ポイントとなります。本紙で伝えなければなら

ない二重査定については「通常賞与」「＋α」そしてそ

の二つを合計した「通常＋α」です。それぞれの項目に

ついて該当する方はその金額が控除されています。以前

の賞与査定ではＥ査定でもマイナス３万円でした。この

ポイント制度の導入、そして「＋α」へもそのポイント

査定をすることで査定の幅を拡大させているのがよく分

かると思います。通常の賞与を４．６ヶ月に据え置き、

「＋α」の金額だけを引き上げることによってポイント

単価が上がり、ちょっとしたミスでもこれだけ引かれて

しまうのです。現在の初任給である１８万円を例にそれ

以外の部分について説明します。仮に出勤停止１日の処

分を受けた場合、給与から出勤停止１日分の８，２７６

円（減給と記載）賃金カット。更に賞与から１３０分の

１（１３１分の１）の欠勤控除。そして二重査定によっ

て５１，９６２円マイナス。更に場合によっては昇給査

定。どれだけ戒められなければならないのでしょうか。

これはもはや「恐怖」でしかないです。当組合は本年３

月１５日に開催した１９春闘第１回団体交渉において

「たった一回のミスがその日働いた日当分以上マイナス

される。なんのために働いているのか分からなくなって

しまう。最小限の査定はあって然るべきだが、ここまで

はやりすぎではないのか。これだけ引かれるほど会社の

業績に影響を与えているのか。格差是正を目的として＋

αという形で支給するなら一律で支給して頂きたい」と

強く要求しました。

徐々に会社の思惑どおりにことを進めているのが見て

取れるのではないでしょうか。そしてその悪しき労務政

策を手助けしているのはどこの労組なのかは言わずとも

分かると思います。労働組合は労働条件の維持改善その

他経済的地位の向上を図ることを主たる目的としていま

す（労組法第二条）決して多くはない給料から組合費を

収め、生活の向上を労働組合に託しています。その組合

員が一人でも不利益にならないよう努めるのが労働組合

の使命であって、こうした二重査定をたやすく認め、慣

例的にそうした風潮を推し進めるような組織は労働組合

とは認めるわけにはいきません。西武労働組合に一人で

も多くの仲間の結集を呼びかけます。安心して働ける職

場作りを共に目指しましょう！
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では実際にどれだけ影響を及ぼすのか数字で見てみましょう！では実際にどれだけ影響を及ぼすのか数字で見てみましょう！

最後に最後に


